
被扶養者資格の確認を行うことは、資格の適正化を図るとともに、医療費と高齢者医療制度への
拠出金の適正化につながります。
被扶養者調査書類を未提出の方は速やかにご提出ください。
尚、引き続き追加資料の依頼等行うこともございますので、ご協力よろしくお願いします。

2022年度(令和4年度)被扶養者調査へご協力いただき、ありがとうございます。

健康保険証は正しく使いましょう

【誤った健康保険証の使用例】
・退職した後、次の保険証ができるまで使用できると思っていた。
・家族が学校を卒業後就職した際、勤務先から保険証の返還指示がなかったため、新しい保険証を
　もらうまで使えると思っていた。

無効になった健康保険証を使用して、医療機関を受診された場合は、健康保険組合が
負担した医療費をお返しいただくことになります。

健康保険証の取扱いにご注意下さい

▼会社を退職した、家族が就職した時には健康保険証は使えなくなります。

▼健康保険証は自分で処分しないで、必ず会社へ返却してください。
　(なくした健康保険証があとで見つかった場合も、必ず返却をお願いします。)

※健康保険証は身分証にもなり、大切な個人情報が記載されていますので健康保険組合が
責任をもって発行・回収を行っています。

　正しい取扱いにご協力をお願い致します。

被扶養者削除の手続き方法は

　「健康保険被扶養者異動届」にご記入のうえ、当組合発行の保険証と新しい保険証のコピーを添えて
会社へ速やかにご提出をお願いいたします。

誤った健康保険証の使用は、健康保険組合が本来負担する必要のない医療費を発生させ、
皆様が負担する健康保険料に大きな影響を及ぼすことになります。

第１７７回ダイハツ系連合健康保険組合会において令和３年度決算が承認
されました。   
前年、コロナ禍での受診控えの反動で医療費が大幅な増加となりました。 
結果、３期ぶりの経常赤字となりました。   

（註）収支差引残金は以下の通り処分しました。
・1億1,115万7千円を法定準備金へ積立て
・14万3千円を次年度の上部団体への健保相互扶助拠出
金として繰越し

（註）収支差引残金は以下のとおり処分しました。
・２,２７４万５千円全額を介護準備金へ積立て

健康保険料　66億3,503万3千円

調整保険料
8,002万円

国・上部団体
からの補助金

1億7,658万5千円

収支差引残金（註） 1億1,130万円
経常収支差引額 ▲6,276万1千円

収入合計額 6億3,318万5千円 
支出合計額 6億1,044万円 
収支差引残金（註） 2,274万5千円

収入合計額　68億9,905万2千円

支出合計額　６7億8,775万2千円

保険給付費 33億4,780万7千円 高齢者への負担金 31億8,142万5千円

令和3年度決算（各種基礎データ）
健康保険料率＝１０．０0％

事業主＝５．３９％ 被保険者＝４．６１％

令和3年度適用状況 前年度比
年間平均被保険者数
年間平均被扶養者数
平均標準報酬月額

12,996人
13,810人
336,488円

▲36人減
▲32人減

+4,453円増

健康保険決算

介護保険決算

その他の収入
741万4千円

保健事業
1億118万2千円

事務費
7,100万8千円

その他の支出
8,633万円

40歳以上の皆さまから納付いただいた介護保険料は、国に指定された負担額を国庫に納めています。

繰り返すコロナ禍により不透明な保険料収入と医療費に加え、増え続ける高齢者への負担金で引き続き
厳しい財政状況が見込まれます。事業主、組合員の皆さまの変わらぬご理解、ご協力をお願い申し上げます。

（予算比8,264万2千円増）

（予算比2,865万8千円減）

健保からのお知らせ

現地への出席とWEB会議をあわせて開催
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